
講師  (株)アクティブ アンド カンパニー
コンサルティング部 渡邊恭代
略歴

会計系コンサルティング会社、組織・人事系コンサルティング会社にて、組織開発、人事
制度設計・運用のコンサルティングを行う。その後、社会保険労務士として中小企業の組
織開発コンサルティング、ベンチャー企業で人事担当者として人事企画業務などに携わる。
2019年、アクティブアンドカンパニーに参画。人事制度設計および運用設計、人事業務
改善、ＨＲシステム導入支援、役員報酬、退職金制度などのプロジェクトに従事。

開催日程

参加方法セミナーのポイント

1.雇用環境の変化と“非正規”人材の新しい位置づけ

2.企業が直面する課題と非正規活用の可能性

3.正社員・非正規の役割整理と処遇設計のポイント

4.有期雇用をコア人材化する仕組みづくりと実践策

◆ WEB会議アプリ「Zoom」を使用

◆ 対象者 経営者、人事部門責任者

9月 19日 金

お申込みはこちら  https://www.aand.co.jp/event/

参加費無料

100
限
定 名

これからのビジネスを支えるのは

“非正規”かもしれない

～有期雇用をコア人材化する仕組みづくり～

セミナー概要

経営者・人事責任者セミナー

シニア労働者の増加や、自ら非正規を選ぶ層の台
頭により、非正規人材は今後さらに存在感を増し
ていきます。一方で、人手不足や最低賃金の毎年
3％超の上昇が続くなか、パート・アルバイトを
補助戦力のままにしていては、事業の持続性は確
保できません。

本セミナーでは、非正規をコア人材として活かす
仕組みづくりを通じ、企業成長と安定的な組織運
営を両立する方法を解説します。



【個人情報の取り扱いについて】
本セミナーは、ご入力いただいた個人情報の提供に同意いただける方のみ申し込みを受け付けます。
ご入力いただいた個人情報は、当社の個人情報保護方針に基づき、適正にお取り扱いいたします。（お問い合わせ先：privacy@aand.co.jp）
【お問い合わせ先】
株式会社アクティブアンドカンパニー セミナー事務局
〒102-0074 東京都千代田区九段南3-8-11 飛栄九段ビル5階 【TEL】03-6231-9505 【FAX】03-6231-9506【e-mail】aac-seminar@aand.co.jp

対象者

開催日程

開催方法

定員

参加費 無料

申込方法

期日

2025年9月18日（木）までに、WEBにてお申し込み下さい。

※但し、定員に達した場合には、その時点で申し込み締め切りとさせていただきますので、予めご了承下さい。

注意事項
WEBセミナーのため、会場へご来場いただく必要はございません。

1社につき2名様までのお申し込みとさせていただきます。

弊社判断により競合サービス取り扱い企業様のご参加をお断りさせていただく場合がございますので、

予めご了承ください。

9月5日(金)

近日開催セミナー （予告なく、開催日程・内容等に変更がでる場合がございます）

WEBアプリ Zoom を使用（ブラウザ環境・アプリダウンロードともに無料です）

※接続方法や視聴用URLはお申し込み後、開催日の前日にご連絡させていただきます。

2025年9月19日（金）

WEB会議室への入室開始：14:50 / 開始 15:00 〜 終了 17:00（予定）

100名様

開催概要

ゼロから始める人事向けAI活用術 ～ガイドラインから現場実践まで～

選ぶだけで終わらせない―登用アセスメントを“戦略の実装”にする視点

本セミナーでは、導入前の準備やガイドライン、法人契約・課金ルール、セキュリティやハルシ
ネーション対策について解説します。また、面接RPや分析術、時短ショートカットなど、初級
活用の実演も行います。

▼申込特典
人事向け裏ワザ＆プロンプト集/カスタマイズ活用と情報マスキングの勘所も共有します！

セミナーのお申込みはこちら>>>https://www.aand.co.jp/event/2025/08/18/9773/

本セミナーでは、アセスメントを単なる選抜ツールとしてではなく、戦略実現に向けた人材活用の
要とするための考え方と活用方法を、対談形式でお届けします。

セミナーのお申込みはこちら>>>https://www.aand.co.jp/event/2025/06/16/9607/

10月22日(水)

こんなお悩みありませんか？

パート・アルバイトが定着せず、採用コストや管理コストが増え続けている

非正規社員の処遇をどう設計すべきか、正社員との違いに説明がつかない

専門性のある人材を活かしたいが、正社員枠では採用が難しい

経営者・人事責任者様

最低賃金引き上げや同一労働同一賃金に、対処療法的な対応しかできていない

https://www.aand.co.jp/event/2025/08/18/9773/
https://www.aand.co.jp/event/2025/06/16/9607/
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